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企業集団における業務の適正を確保するための 
体制および当該体制の運用状況 

 

（１）企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、取締役会において、企業集団における業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり、決

議しております。 

 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

バンドーグループ行動規範や企業倫理も含めた法令等遵守に係る規程を制定し、法令等遵守委員会を含む各

種委員会から構成されるCSR推進委員会を設置し、グループの役員および従業員に対する啓蒙活動、内部監

査部門によるグループ全体の内部監査、社外の弁護士を通報先の一つとする内部通報制度の採用、グループ

全員による法令および企業倫理遵守を期す体制とする。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に関する体制 

文書および情報管理に係る規程を含め社内規則の整備を進め、その定めに従って、役員および従業員の業務

に係る情報について、情報セキュリティを含め、その他の管理について規定し、適切な情報管理を期す体制

とする。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

経営に重大な影響を与える事象の発生に備え、リスク管理委員会を設置し、適切な対応を期す体制とする。

また、重要な業務執行に関しては、取締役会等の会議体において、リスクマネジメントという視点も含めて

審議をする体制とする。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

決裁権限に関する規程を整備して権限委譲を図るとともに、必要に応じて弾力的に委員会等を活用すること

により、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。また、内部監査制度、予算・業績管理制度、

人事管理制度等各種制度を常に見直し、業務が有効かつ効率的に行われる体制とする。 

 

⑤ 当社および当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、グループ会社とともにグループ全体の企業価値の向上を図るため、経営理念、バンドーグループ行

動規範、重要な社内規則の共有、それら社内規則等の整備、グループ各社に対する当社内部監査部門による

内部監査の実施、関係会社管理に関する規程の制定等により、グループ全体の業務の適正を図る体制とする。 

（１）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社が定める関係会社管理に関する規程等により、定期的に事業の執行状況を報告させるほか、子

会社の重要な業務執行については、その都度、報告をさせ、当社と協議する体制とする。 

（２）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

子会社の取締役および使用人は、自社に内在するリスクを把握、分析、評価したうえで適切な対策

を実施するとともに、不測の事態や危機の発生時には、当社に速やかに連絡する体制とする。  
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（３）当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

子会社の規模や業態等に応じて、決裁権限に関する規程等を整備させるとともに、各種の規則等を

整備させることにより、業務が有効かつ効率的に行われる体制とする。 

 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項 

監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会が必要とする場合、監査等委員会の職務を補助する従業員を配

置する体制とする。 

 

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項 

監査等委員会事務局に配属された従業員の人事異動を含む人事に関する事項の決定については、監査等委員

会の事前の同意を得る体制とする。 

 

⑧ 監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

当該使用人が監査等委員会の指揮命令のもと監査等委員会の職務を補助する体制とする。 

 

⑨ 当社および当社の子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員

会への報告に関する体制 

当社および当社の子会社の取締役および使用人が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実あ

るいは法令・定款に違反する事実を発見したときは、遅滞なく監査等委員会に報告する体制とするとともに、

報告した者が不利な扱いを受けない体制とし、グループ内で周知徹底する。また、あわせて、当社内部監査

部門は、その監査結果をすべて監査等委員会に報告する体制とする。 

 

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生ずる費用または、債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、全額を前払いまたは償還する体制とする。 

 

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員会は、重要会議への出席、社長や執行役員との定期的な意見交換、重要案件の決裁書の確認、関

係会社の監査役との意見交換等によりその権限を支障なく行使できる体制とする。 

 

（２）企業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況 

企業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。 

 

① 法令および定款への適合を確保するための体制 

当社は、法令等遵守委員会を設置し、国内外の法令や企業倫理を遵守するための施策を検討し、バンドー

グループ行動規範に関する講習会の実施のほか、経営トップによる当社グループのすべての役員および従

業員に向けた法令や企業倫理の遵守に関するメッセージの発信等、グループ全員による法令や企業倫理の

遵守を徹底するための取組みを実施しております。  
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② 情報の保存と管理に関する体制 

当社は、文書管理規則や情報セキュリティ管理規則を制定しているほか、情報セキュリティ講習を定期的

に開催する等、適切な情報管理を行うための取組みを実施しております。 

 

③ 損失の危険の管理に関する体制 

当社は、リスク管理委員会を設置し、災害・事故、製品に関するリスク、その他当社グループの事業経営

に重大な影響を与える事象を分析し、必要な対応を検討、実施しております。また、重要な業務執行の決

定にあたっては、多角的にリスクの分析、検討を行っているほか、天変地異等については各種保険を合理

的な範囲で付保しております。その他、BCP（事業継続計画）の策定等、当社グループにおけるリスクの顕

在化に備えるべく、各種の取組みを実施しております。 

 

④ 効率的な職務執行を確保するための体制 

当社は、決裁規則を制定して権限委譲を図っているほか、執行役員制度を導入するとともに、社長による

経営の意思決定のための諮問機関である経営課題審議会を設置し、重要案件について戦略視点から多角的

な討議を行う等、取締役による職務執行を効率化するための取組みを実施しております。 

 

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、バンドーグループ行動規範やグループ全体に適用する社内規則を整備し、これらをグループ会社

と共有しているほか、関係会社管理規則を制定し、月次報告書にて事業の執行状況についてグループ会社

から定期的に報告を受けるとともに、グループ会社における管理制度の構築・整備のための支援を行って

おります。また、内部監査部門から活動計画および監査結果につき報告を受ける等、グループ全体におけ

る業務の適正を確保するための取組みを実施しております。 

 

⑥ 監査等委員会による実効的な監査を確保するための体制 

常勤の監査等委員である取締役は、取締役会に限らず、経営課題審議会や法令等遵守委員会、リスク管理

委員会等の重要会議に出席しているほか、社長との定期的な意見交換や決裁書を含む各種書類の閲覧等、

実効的な監査を行うための取組みを実施しております。 

 

以上 
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連結持分変動計算書 
 

（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） （単位：百万円） 
 

 
親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

2022年４月１日残高 10,951 3,075 56,480 △2,577 
超インフレの調整   △170  

2022年４月１日残高（調整後） 10,951 3,075 56,310 △2,577 
当期利益   5,722  
その他の包括利益     

当期包括利益合計 － － 5,722 － 
剰余金の配当   △2,037  
自己株式の取得    △1,000 
株式に基づく報酬取引  37   
その他の資本の構成要素から 
利益剰余金への振替   386  

所有者との取引額等合計 － 37 △1,651 △1,000 
2023年３月31日残高 10,951 3,112 60,380 △3,577  

  

 
親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 その他の資本の
構成要素 合計 

2022年４月１日残高 4,203 72,133 295 72,429 
超インフレの調整  △170  △170 

2022年４月１日残高（調整後） 4,203 71,963 295 72,258 
当期利益  5,722 39 5,761 
その他の包括利益 2,972 2,972 25 2,997 

当期包括利益合計 2,972 8,694 64 8,758 
剰余金の配当  △2,037 △3 △2,040 
自己株式の取得  △1,000  △1,000 
株式に基づく報酬取引  37  37 
その他の資本の構成要素から 
利益剰余金への振替 △386 －  － 

所有者との取引額等合計 △386 △3,001 △3 △3,004 
2023年３月31日残高 6,789 77,656 356 78,013  

（注）１．記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

２．その他の資本の構成要素の内訳  

 その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の変動 

在外営業活動体の
換算差額 

確定給付制度の
再測定 合計 

2022年４月１日残高 2,141 2,061 － 4,203 
超インフレの調整     

2022年４月１日残高（調整後） 2,141 2,061 － 4,203 
当期利益     
その他の包括利益 269 2,359 342 2,972 

当期包括利益合計 269 2,359 342 2,972 
剰余金の配当     
自己株式の取得     
株式に基づく報酬取引     
その他の資本の構成要素から 
利益剰余金への振替 △43  △342 △386 

所有者との取引額等合計 △43 － △342 △386 
2023年３月31日残高 2,368 4,421 － 6,789 
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連結注記表 
 

〈連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記〉 

１．連結計算書類の作成基準 

  当社および子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定

により、国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項

後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。 

  

２．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数     21社 

 

（１）国内子会社    ０７社 

福井ベルト工業株式会社 バンドー・I・C・S株式会社 

バンドートレーディング株式会社 バンドーエラストマー株式会社 

ビー・エル・オートテック株式会社 バンドー興産株式会社 

株式会社Aimedic MMT  

 

（２）海外子会社      14社  

Bando USA, Inc. Bando Jungkong Ltd. 

Bando Korea Co., Ltd. Bando (Shanghai) Management Co., Ltd. 

Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd. Bando Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 

Bando Siix Limited Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd. 

Bando Manufacturing (Thailand) Ltd. Bando (Singapore) Pte. Ltd. 

Bando (India) Private Limited Bando Belt Manufacturing (Turkey), Inc. 

Bando Europe GmbH Bando Iberica, S.A. 

 

３．持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社の数     10社 

 

（１）国内持分法適用会社   ５社 

東日本ベルト販売株式会社 バン工業用品株式会社 

北陸バンドー株式会社 バンドー・ショルツ株式会社 

浩洋産業株式会社  

 

（２）海外持分法適用会社   ５社 

Sanwu Bando Inc. Kee Fatt Industries Sdn. Bhd. 

PT. Bando Indonesia Philippine Belt Manufacturing Corp. 

Accupower Distributors Inc.  

 

４．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

連結子会社名  決算日 

Bando (Shanghai) Management Co., Ltd.  12月末日 

Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd.   12月末日 

Bando Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.  12月末日 

   所在する現地法制度上、親会社と異なる決算日が要請されていることにより、決算日を親会社の決算日に統一

することが実務上不可能であり、連結計算書類の作成には、連結決算日で実施した仮決算に基づく計算書類を使

用しております。 
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５．会計方針に関する事項 

（１）金融商品の評価基準および評価方法 

  ①デリバティブ以外の金融資産 

（ⅰ）分類 

     当社グループは、デリバティブ以外の金融資産を、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通

じて公正価値で測定する金融資産、または純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。 

 

    ａ．償却原価で測定する金融資産 

     金融資産は、次の要件を共に満たす場合に償却原価で測定する金融資産に分類しております。 

      ・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基

づいて保有されている。 

      ・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー

が所定の日に生じる。 

 

    ｂ．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 

     当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をした資本性金

融資産については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。 

 

    ｃ．純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

     償却原価で測定する金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資

産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。 

     ただし、純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産に対し、純損益を通じて公正価値で測定する金融

資産として指定することにより、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減する場合には、当初認識時に、

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定する取消不能な選択をする場合があります。 

 

（ⅱ）当初認識および測定 

     当社グループは、営業債権及びその他の債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他のすべ

ての金融資産は、当社グループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。すべ

ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される場合を除き、公正価値に取引コ

ストを加算した金額で当初測定しております。また、重大な金融要素を含まない営業債権は、取引価格で当

初測定しております。 

 

  （ⅲ）事後測定 

     金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。 

 

    ａ．償却原価で測定する金融資産 

     償却原価で測定する金融資産については、実効金利法を適用した総額から減損損失を控除して測定してお

ります。 

 

    ｂ．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 

     その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に係る公正価値の変動額は、その他の包括

利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、または公正価値が著しく下落し

た場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えております。なお、当該金融資産か

らの配当金については純損益として認識しております。 

 

    ｃ．純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

     純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額は

純損益として認識しております。 

 

  （ⅳ）認識の中止 

     金融資産は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、譲渡されたか、または実質的に所

有に伴うすべてのリスクと経済価値が移転した場合に認識を中止しております。 
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  （ⅴ）減損 

     当社グループは償却原価で測定する金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。 

 

    ａ．信用リスクの著しい増大の判定 

     当社グループは、金融資産の全部または一部について回収ができず、または回収が極めて困難であると判

断される場合を債務不履行とみなしており、期末日ごとに、金融資産の債務不履行発生のリスクを期末日現

在と当初認識日現在で比較し、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているかどうかを

評価しております。 

     なお、当社グループは、信用リスクが著しく増加しているかどうかを当初認識以降の債務不履行の発生リ

スクの変化に基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変化があるかどうかを評価するにあたって

は、主に次を考慮しております。 

・期日経過の情報 

・借手の経営成績の悪化 

 

    ｂ．予想信用損失アプローチ 

     予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・フローと、当社グル

ープが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値であります。金融資産に係る信用リ

スクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損

失に等しい金額で測定し、著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定して

おります。 

     なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、貸倒引当金を全期間の予

想信用損失に等しい金額で測定しております。 

     金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が発生し

た場合は、貸倒引当金の戻入額を純損益で認識しております。 

 

② デリバティブ以外の金融負債 

  （ⅰ）分類 

     当社グループは、デリバティブ以外の金融負債を、償却原価で測定する金融負債に分類しております。 

 

  （ⅱ）当初認識および測定 

     当社グループは、当社グループが発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。 

     その他のすべての金融負債は、当社グループが当該金融負債の契約当事者になる取引日に当初認識してお

ります。 

     すべての金融負債は公正価値に取引コストを減算した金額で当初測定しております。 

 

  （ⅲ）事後測定 

     金融負債の当初認識後の測定は、償却原価で測定する金融負債については、実効金利法による償却原価で

測定しております。 

 

  （ⅳ）認識の中止 

     金融負債は消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となった時に認

識を中止しております。 

 

  ③ デリバティブおよびヘッジ会計 

     当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約等

のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初測

定され、その後も公正価値で再測定しております。 

     デリバティブの公正価値変動額は純損益として認識しております。ただし、キャッシュ・フロー・ヘッジ

の有効部分はその他の包括利益として認識しております。 
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  （ⅰ）ヘッジ会計の適格要件 

     当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係ならびにヘッジを実施する

に当たってのリスク管理目的および戦略について、公式に指定および文書化を行っております。当該文書は、

具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象となる項目または取引ならびにヘッジされるリスクの性質およびヘッジさ

れたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを

相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価方法などを含んでおります。これらのヘッジ

は、公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効であることが見込まれますが、ヘ

ッジ指定を受けたすべての財務報告期間にわたって実際に非常に有効であったか否かを判断するために、継

続的に評価しております。 

 

  （ⅱ）適格なヘッジ関係の会計処理 

     ヘッジ会計の適格要件を満たすヘッジ関係については、次のように会計処理しております。 

 

    ａ．公正価値ヘッジ 

     デリバティブの公正価値変動は、純損益として認識しております。ヘッジされるリスクに起因するヘッジ

対象の公正価値変動については、ヘッジ対象の帳簿価額を修正し、純損益として認識しております。 

 

    ｂ．キャッシュ・フロー・ヘッジ 

     ヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分はただち

に純損益として認識しております。 

     その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える

時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産または非金融負債の認識を生じさせるもので

ある場合には、その他の包括利益として認識されている金額は、非金融資産または非金融負債の当初の帳簿

価額の修正として処理しております。 

     予定取引または確定約定の発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じて資本とし

て認識していた累積損益を純損益に振り替えております。ヘッジ手段が失効、売却、または他のヘッジ手段

への入替えや更新が行われずに終了または行使された場合、もしくはヘッジ指定を取り消された場合には、

ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がまだ見込まれる場合に限り、従来その他の包括利益を通じて

資本として認識されていた金額は、予定取引または確定約定が発生するまで引き続き資本に計上しておりま

す。 

 

  ④ 金融商品の公正価値 

     金融商品の公正価値は、市場価格等の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コス

ト・アプローチ等の算出技法に基づき、決定されております。 

    公正価値の測定に使用されるインプットは、次の３つのレベルがあります。 

     レベル１：当社グループが測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場におけ

る（無調整の）相場価格 

     レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる

相場価格以外のもの 

     レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット 

 

（２）棚卸資産の評価基準および評価方法 

   棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で計上しております。取得原価は主として総平

均法に基づいて算定されており、購入原価、加工費および現在の場所ならびに状態に至るまでに要した全ての費

用を含んでおります。正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想売価から、完成に要する見積原価およ

び販売に要する見積費用を控除して算定しております。 
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（３）有形固定資産の減価償却方法 

   有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控

除した価額で計上しております。取得原価には、当該資産の取得に直接関連する費用、解体・除去および土地の

原状回復費用および適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストが含まれております。 

   取得後に追加的に発生した支出については、その支出により将来の経済的便益が当社グループに流入する可能

性が高く、金額を信頼性をもって測定することができる場合にのみ、当該取得資産の帳簿価額に算入するか個別

の資産として認識するかのいずれかにより会計処理しております。他のすべての修繕および維持に係る費用は、

発生時に純損益として認識しております。 

    償却可能有形固定資産の減価償却は定額法によっております。 

    減価償却の算定に用いた見積耐用年数は概ね次のとおりであります。 

     建物及び構築物    ３～50年 

     機械装置及び運搬具  ５～12年 

     使用権資産      見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数 

    見積耐用年数および減価償却方法は各報告期間末に見直しを行っており、変更があった場合は、会計上の見

積りの変更として将来に向かって適用しております。 

 

（４）無形資産（のれんを除く）の償却方法 

   無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した価

額で計上しております。 

   開発活動で発生したコストは、次のすべての条件を満たしたことを立証できる場合にのみ、資産計上しており

ます。 

    ・使用または売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性 

    ・無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという企業の意図 

    ・無形資産を使用または売却できる能力 

    ・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法 

    ・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる適切な技術上、財務上お

よびその他の資源の利用可能性 

    ・開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力 

     これらの開発資産は、開発活動の終了の後、量産が開始される時点より、当該開発資産が正味のキャッシ

ュ・インフローをもたらすと期待される期間にわたって償却されます。なお、上記の資産計上の要件を満た

さない開発費用および研究活動に関する支出は、発生時に費用処理しております。 

     耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって、定額法で償却を行っております。 

     耐用年数を確定できない無形資産を除き、主要な無形資産の見積耐用年数は概ね次のとおりであります。 

      ソフトウエア     ５年 

      開発資産      ５～12年 

      顧客関連資産      14年 

     耐用年数を確定できる無形資産の耐用年数および償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更があっ

た場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。 

     耐用年数が確定できない無形資産については、償却を行わず、減損の判定を行っております。 

   

（５）リース 

   当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるかまたはリースを含んでいるかを判定しております。契

約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリー

スであるかまたはリースを含んでいると判定しています。 

   契約がリースであるかまたはリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資産およびリース負

債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負債の当初

測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コストおよびリースの契約条件で要

求されている原状回復義務等のコストを調整した取得原価で測定しております。 

   当初認識後は、使用権資産は見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を

行っております。 

   リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書において認

識しております。 
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   ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リースおよび原資産が少額のリースについては、使用権資産およびリ

ース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費用

として認識しております。 

 

（６）非金融資産の減損 

   当社グループの各報告期間ごとに、各資産についての減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候が存在する

場合、または、毎年減損テストが要求されている場合には、その資産の回収可能価額を見積っております。 

 資産の回収可能価額は資産または資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の

金額としており、資産が他の資産または資産グループから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成しない場

合を除き、個別の資産ごとに決定しております。資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回って

いる場合は、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失を純損益として認識しております。

使用価値の評価にあたり、見積られた将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値および当該資産に固有のリス

クに関する現在の市場評価を反映した割引率を用いて現在価値まで割り引いております。 

   耐用年数を確定できない無形資産および未だ使用可能ではない無形資産は償却の対象ではなく、毎期、資産の

回収可能額を見積り、その帳簿価額と比較する減損テストを実施しております。 

   のれんについても毎年減損テストを実施し、取得原価から減損損失累計額を控除した額が帳簿価額となります。

のれんは、減損テスト実施のために、企業結合のシナジーによる便益を得ることが期待される各資金生成単位ま

たは資金生成単位グループに配分しております。 

   のれん以外の資産に関しては、各報告期間の期末日において、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、

または減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在する場合は、資

産の回収可能価額の見積りを行っております。見積られた回収可能価額が資産の帳簿価額を超える場合は、減損

損失を戻入れております。戻入れ後の帳簿価額は、過去において当該資産について認識した減損損失がなかった

とした場合の帳簿価額（減価償却累計額控除後または償却累計額控除後）を超えない範囲で認識しております。

減損の戻入額は純損益として認識しております。 

   なお、のれんについて認識した減損損失の戻入れは行っておりません。 

 

（７）重要な引当金の計上基準 

   当社グループは、過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有しており、債務の決済を要求され

る可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能である場合に引当金を認識しておりま

す。 

   貨幣の時間価値の影響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在

価値により測定しております。割引計算を行った場合、時の経過による引当金の増加は金融費用として認識して

おります。 

 

（８）従業員給付 

  ① 退職後給付 

    当社グループは、確定給付制度および確定拠出制度を採用しております。 

  （ⅰ）確定給付型年金制度 

     確定給付型年金制度に関連する債務額は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し

た金額で認識しております。 

     確定給付負債または資産の純額の再測定は、発生時にその他の包括利益として認識し、ただちに利益剰余

金に振り替えており、過去勤務費用、確定給付負債または資産の純額に係る利息費用および清算損益は純損

益として認識しております。 

   

  （ⅱ）確定拠出型年金制度 

     確定拠出型年金制度の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。 

     なお、当社および一部の連結子会社が、2019年４月１日付で移行したリスク分担型企業年金制度は、追加

掛金の拠出義務を実質的に負っていないため確定拠出型年金制度に分類されます。 
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  ② 短期従業員給付 

    短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連する勤務を提供した時点で費用処理しており

ます。 

    当社が従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的および推定的債務を負っており、

かつ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合、支払われると見積られる額を負債として認識して

います。 

   

  ③ その他の長期従業員給付 

    当社グループは、年金制度以外の長期従業員給付として、一定の勤続年数に応じた特別休暇制度を有してお

ります。その他の長期従業員給付に対する債務額は、従業員が過年度および当年度において提供したサービス

の対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額で計上しております。 

    割引率は、当社の債務と概ね同じ満期日を有する期末日時点の優良社債の利回りを使用しております。 

 

（９）収益の認識 

    当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息および配当収益等を除き、次の５ステップアプロ

ーチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。 

     ステップ１：顧客との契約を識別する。 

     ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

     ステップ３：取引価格を算定する。 

     ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。 

     ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するにつれて）収益を認識する。 

 

    当社グループの主要な事業は、自動車部品事業・産業資材事業・高機能エラストマー製品事業であります。 

自動車部品事業においては、自動車用伝動ベルト製品、二輪車用伝動ベルト製品などを、産業資材事業にお

いては、一般産業用伝動ベルト製品、その他伝動用製品、運搬ベルト、運搬システム製品、もみすりロールな

どを、高機能エラストマー製品事業においては、クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベルト、ポリウ

レタン機能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイルム、工業用フイルム

などを販売しており、当社は顧客に製品を引き渡す履行義務を負っております。 

    当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判

断し、同時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の

見積りを控除した金額で算定しております。 

    なお、買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識する

とともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しています。 

 

（10）外貨換算 

  ① 外貨建取引 

    当社グループ各社の財務諸表は、その企業が事業活動を行う主たる経済環境の通貨である機能通貨で作成し

ております。 

    外貨建取引は、取引日における為替レートまたはそれに近似するレートで当社グループ各社の機能通貨に換

算しております。 

 期末日における外貨建の貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算し、換算または決

済によって生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融資産およびキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額のうち有効な部分については、

その他の包括利益として認識しております。 

 

  ② 在外営業活動体 

    在外営業活動体の資産および負債については期末日の為替レート、収益および費用については為替レートが

著しく変動していない限り、期中平均レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表

の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益として認識しております。当該差額は「在外営業活動体

の換算差額」として、その他の資本の構成要素に含めており、在外営業活動体が処分された期間に純損益とし

て認識されます。 

当社グループはIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従い、トルコの子会社の財務諸表を期

末日の測定単位に修正することで、トルコのインフレの影響を加えて、連結計算書類に取込んでおります。超

インフレ経済下における在外営業活動体の財務諸表については、IAS第21号「外国為替レート変動の影響」で

要求されているとおり、収益および費用についても、期末日の為替レートを用いて日本円に換算しております。

これによる当期連結計算書類に与える影響は軽微であります。 
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（11）グループ通算制度の適用 

当社と国内子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用しております。 

 

〈会計上の見積りに関する注記〉 

（のれんの減損テスト） 

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

のれん 4,582百万円 

 （うち、株式会社Aimedic MMTに係るものは4,506百万円） 

（２）（１）の算出方法および主要な仮定 

のれんのうち、株式会社Aimedic MMTに係るものについては、回収可能価額を使用価値に基づき減損テストを

行っております。 

使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フローを見積ったうえで、現在価値に割り引いております。

将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、経営者が承認した５ヶ年の事業計画を基礎とし、それ以後の期

間については1.2％の成長率を見積もっております。また、現在価値の算定にあたっては、税引前の割引率とし

て11.3％を使用しております。 

事業計画には、既存製品の販売数量予測や新製品の販売計画が含まれており、これらの仮定に変化が生じた場

合には、翌連結会計年度の財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

〈連結財政状態計算書に関する注記〉 

１．資産から直接控除した貸倒引当金 

   営業債権及びその他の債権 
43百万円 

  

２．有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額 98,630百万円 

 

〈連結損益計算書に関する注記〉 

 （非金融資産の減損） 

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの

最小単位を基礎としてグルーピングを行った資金生成単位にて、資産の減損判定を実施しております。減損判定

の結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、その回収可能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失として計上

しております。なお、減損損失は連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。 

減損損失の資産種類別の内訳は、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

種類 金額 

（有形固定資産） 

 土地 

 

14 

合計 14 

    

将来の活用が見込まれない遊休資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため減損損失を計上してお

ります。なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値に基づき算定しております。 
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〈連結持分変動計算書に関する注記〉 

１． 発行済株式の種類および総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度 

期末株式数（株） 

普通株式 47,213,536 － － 47,213,536 

 

２．自己株式の種類および株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度 

期末株式数（株） 

普通株式 2,691,959 1,022,487 － 3,714,446 

  （注）１．当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載して

おります。 

     ２．普通株式の増加のうち主なものは、取締役会決議に基づく、市場買い付けによる増加であります。 

     ３．当連結会計年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社の株式 

   259,990株が含まれております。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議日 
株式の 

種 類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2022年６月22日 

定時株主総会 

普通 

株式 
1,074 24 2022年３月31日 2022年６月23日 

2022年11月９日 

取締役会 

普通 

株式 
974 22 2022年９月30日 2022年12月１日 

（注）１．2022年６月22日開催の定時株主総会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社

株式に対する配当金６百万円が含まれております。 

   ２．2022年11月９日開催の取締役会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金５百万円が含まれております。 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

     2023年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案してお

ります。 

① 配当金の総額         1,312百万円 

② １株当たり配当額            30円 

③ 基準日 2023年３月31日 

④ 効力発生日 2023年６月28日 

     なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。 

  （注）2023年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金７百万円が含まれております。 

 

〈金融商品に関する注記〉 

 １．金融商品の状況に関する事項  

当社グループは、年度経営計画の一環として策定した資金計画に照らして必要な資金を安定的かつ低コスト

の調達手段（主として銀行借入または社債の発行）で調達し、一時的な余資は流動性および安全性の高い金融

資産で運用しております。  

営業債権及びその他の債権に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程に沿ってリスク低減を図っており

ます。また、その他の金融資産は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに公正価値の把握を行

っております。 

借入金および社債の使途は運転資金および設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対し

て金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。 

なお、デリバティブはリスク回避を目的とし，実需の範囲で行うこととしております。 
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２．金融商品の公正価値等に関する事項  

（ａ）公正価値の測定方法 

   当社グループは、主な金融資産および金融負債の公正価値について、次のとおり決定しております。 

   金融商品の公正価値の測定において、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しております。 

   市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、マルチプル法またはその他適切な評価方法によ

り測定を行っております。 

 

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務） 

これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  

（その他の金融資産、その他の金融負債） 

上場株式の公正価値については、期末日の取引所の価格によって算定し、公正価値の測定ではレベル１に分

類しております。 

非上場株式の公正価値については、マルチプル法により算定し、公正価値の測定ではレベル３に分類してお

ります。非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いております。 

デリバティブ取引等は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し

ており、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。 

上記以外の金融資産および金融負債の公正価値は、帳簿価額と近似しております。 

 

  （社債及び借入金） 

社債の公正価値については、社債の市場価格によって算定し、公正価値の測定ではレベル２に分類しており

ます。 

借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定し、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。 

 

（ｂ）償却原価で測定する金融商品の帳簿価額および公正価値 

   償却原価と公正価値が異なる金融商品は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 帳簿価額 公正価値 

社債及び借入金 11,570 11,571 

（注）現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務等については、公正価値は帳

簿価額と近似しているため、注記を省略しております。 
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 （ｃ）公正価値で測定する金融商品とそのヒエラルキー 

     次の表では、公正価値で測定する金融商品に関する分析を示しております。それぞれのレベルは次のとお

り定義されております。 

   レベル１：当社グループが測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場における

（無調整の）相場価格 

   レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる相場

価格以外のもの 

   レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット 

     公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各連結会計年度の期首時点で発生したものとして認識してお

ります。なお、当連結会計年度において、各レベル間における振替はありません。 

（単位：百万円） 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

（金融資産）     

 純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産 
    

 デリバティブ － 19 － 19 

 その他の金融資産 － 95 19 114 

 その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する金融資産 
    

 資本性金融商品 4,616 － 1,129 5,746 

金融資産合計 4,616 114 1,149 5,880 

（金融負債）     

 純損益を通じて公正価値で測

定する金融負債 
    

  デリバティブ － 16 － 16 

金融負債合計 － 16 － 16 
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レベル３に分類した金融商品の調整表 

 レベル３に分類される公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整表は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
純損益を通じて公正価値で測定

する金融商品（注）１ 

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する金融商品（注）２ 

期首残高 19 1,176 

 利得または損失   

 純損益 △0  

 その他の包括利益  △44 

 購入 － － 

 処分 － △1 

 その他 0 0 

期末残高 19 1,129 

報告期間末に保有している資産に

ついて純損益に計上された未実現

損益の変動 

△0 － 

（注）１．純損益に認識した利得または損失は、連結損益計算書の「金融収益」または「金融費用」に含めておりま

す。 

   ２．レベル３に分類される金融商品については、当社グループで定められた評価方針および手続に従い、財務

部門が評価方法を決定し、公正価値を測定しております。測定結果については、適切な責任者が承認を行

っております。 

３．公正価値の測定にあたって、重要な観察可能でないインプットは、類似企業のEBIT倍率およびPER倍率で

あります。当連結会計年度において、EBIT倍率は5.2倍～25.0倍、PER倍率は11.6倍～19.4倍であり、公正

価値はその上昇（低下）により増加（減少）します。 

レベル３に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定

に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。 
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〈収益認識に関する注記〉 

 １．売上収益の分解 

   当社グループの売上収益は、顧客との契約から認識された売上収益であり、当社グループの報告セグメントを

地域別に分解した場合の内訳は、次のとおりであります。 

  （単位：百万円） 

 日本 アジア 中国 欧米他 計 

報

告

セ

グ

メ

ン

ト 

自動車部品事業 12,078 26,631 4,064 6,423 49,198 

産業資材事業 22,593 3,670 2,887 6,195 35,347 

高機能エラストマー製品事

業 
9,908 813 3,250 676 14,649 

計 44,580 31,116 10,202 13,295 99,194 

その他 4,413 

合計 103,608 

（注）売上収益は販売元の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。 

 

各セグメントに含まれる主要な製品は、「〈連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記〉５．会計方針に関する事項（９）収益の認識」に記載のとおりであります。 

これらの製品については、顧客に製品を引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断し、同時点で収益を認

識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の見積りを控除した金額で算

定しております。支払条件は一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありませ

ん。 

 

 ２．契約残高 

当連結会計年度における、契約残高の内訳は、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

 期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権   

 受取手形及び売掛金 18,076 17,013 

 電子記録債権 4,165 4,662 

契約負債 137 107 

 当連結会計年度において、契約負債の期首残高すべてを収益として認識しております。 

  また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した収益の

額に重要性はありません。 

  契約負債については、連結財政状態計算書の「その他の流動負債」に計上しております。 

 

３．残存履行義務に配分した取引価格 

  当社グループは、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行

義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい

ない重要な金額はありません。 

 

〈１株当たり情報に関する注記〉 

 

 

  

１株当たり親会社所有者帰属持分 1,785円25銭 

基本的１株当たり当期利益 129円96銭  
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〈重要な後発事象に関する注記〉 

（自己株式の消却） 

当社は、2023年５月15日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決

議しました。 

 

１．消却する株式の種類      当社普通株式 

２．消却する株式の数        3,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合 6.35％） 

３．消却予定日      2023年６月14日 

４．消却後の発行済株式総数     44,213,536株 
 
 
  



- 19 - 

 

 

株主資本等変動計算書 
 

（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） （単位：百万円） 
 

 

株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合 計 資本準備金 そ の 他 

資本剰余金 
そ の 他 
利益剰余金 

2022年４月１日残高 10,951 2,738 235 23,432 △2,577 34,780 
事業年度中の変動額       
剰余金の配当    △2,049  △2,049 
当期純利益    5,863  5,863 
自己株式の取得     △1,000 △1,000 
株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純
額） 

      

事業年度中の変動額合計 － － － 3,813 △1,000 2,812 
2023年３月31日残高 10,951 2,738 235 27,245 △3,577 37,593  

  

 

評価・換算差額等 
純 資 産 
合 計 

その他有価
証 券 評 価 
差 額 金 

評価・換算 
差 額 等 

2022年４月１日残高 1,334 1,334 36,115 
事業年度中の変動額    
剰余金の配当   △2,049 
当期純利益   5,863 
自己株式の取得   △1,000 
株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純
額） 

240 240 240 

事業年度中の変動額合計 240 240 3,053 
2023年３月31日残高 1,575 1,575 39,168  

 
（注）１．記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

２．その他利益剰余金の内訳  

 別途積立金 繰越利益 
剰 余 金 合 計 

2022年４月１日残高 8,970 14,462 23,432 
事業年度中の変動額    
剰余金の配当  △2,049 △2,049 
当期純利益  5,863 5,863 
自己株式の取得    
株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純
額） 

   

事業年度中の変動額合計 － 3,813 3,813 
2023年３月31日残高 8,970 18,275 27,245  
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個別注記表 

 

〈重要な会計方針に係る事項に関する注記〉 

 １．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

① 子会社株式および関連会社株式 ・・・ 移動平均法による原価法 

② その他有価証券   

市場価格のない 

株式等以外のもの 

・・・ 時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

市場価格のない株式等 ・・・ 移動平均法による原価法 

（２）デリバティブの評価基準および評価方法 

デリバティブ ・・・ 時価法 

（３）棚卸資産の評価基準および評価方法 

① 製品、仕掛品、原材料  ・・・ 先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

② 商品、貯蔵品 ・・・ 総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

 

 ２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

   （リース資産を除く） 

・・・ 定率法 

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く。）

ならびに2016年４月１日以降取得した建物附属設備および構築物

については定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物          ３～50年 

機械及び装置      ８～10年 

（２）無形固定資産 

   （リース資産を除く） 

・・・ 定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。 

（３）リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

 

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 ・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）株式報酬引当金 ・・・ 役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、社内規程

に基づき、役員等に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見

込額を計上しております。 

（３）製品補償引当金 ・・・ 当社製品を使用している最終製品について、得意先において市場回

収処理を行うことに伴い、当社の負担見込額を計上しております。 

（４）賞与引当金 ・・・ 従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。 
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４．収益および費用の計上基準 

 当社の主要な事業は、自動車部品事業・産業資材事業・高機能エラストマー製品事業であります。 

自動車部品事業セグメントにおいては、自動車用伝動ベルト製品、二輪車用伝動ベルト製品などを、産業資

材事業セグメントにおいては、一般産業用伝動ベルト製品、その他伝動用製品、運搬ベルト、運搬システム製

品、もみすりロールなどを、高機能エラストマー製品事業セグメントにおいては、クリーニングブレード、高

機能ローラ、精密ベルト、ポリウレタン機能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾

表示用フイルム、工業用フイルムなどを販売しており、当社は顧客に製品を引き渡す履行義務を負っておりま

す。 

当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判

断し、同時点で収益を認識しております。製品の出荷時から、顧客に製品を引き渡しその支配が顧客に移転さ

れる時までの期間は通常数日程度と考えられるため、代替的取扱いを適用し製品の出荷時に収益を認識してお

ります。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の見積りを控除した金額で算定して

おります。 

なお、買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、代替的取扱いを適用し支給品の譲渡時に当該

支給品の消滅を認識しております。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法   

① ヘッジ会計の方法 ・・・ 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップにつ

いては特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ・・・ 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 ・・・ 変動金利の借入金 

③ ヘッジ方針 ・・・ 金利変動リスクを回避するために、社内規定に基づきヘッジを

行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ・・・ 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているかの

判定をもって有効性の判定に代えております。 

（２）グループ通算制度の適用 

    グループ通算制度を適用しております。 

 

６．追加情報 

（取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度） 

   当社は、取締役（業務執行取締役でない取締役および海外居住者を除く。）および執行役員（以下、併せて

「取締役等」という。）を対象に、取締役等の報酬と当社株式の価値との連動性をより明確にし、中長期的な業

績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」

という。）として役員報酬ＢＩＰ信託を導入しております。 

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務

上の取扱い」に準じております。 

（１）取引の概要 

   本制度は、当社が信託に金員を拠出し、当該信託がこれを原資として当社株式を取得し、業績達成度に応じて

当社の取締役等に当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度であります。ただし、取締役等が当社株式の交

付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時とします。 

（２）信託に残存する自社の株式 

   信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳簿価額および株式数は、259百万円および259千株であ

ります。 

また、上記役員報酬の当事業年度負担見込額については、株式報酬引当金として計上しております。 
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〈会計方針の変更に関する注記〉 

 （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下、「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

とといたしました。 

 これによる株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金およびその他有価証券評価差額金の期首残高への影響はあ

りません。 

 

〈会計上の見積りに関する注記〉 

 （関係会社株式の評価） 

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額 

  関係会社株式 13,311百万円 

   （うち、株式会社Aimedic MMTに係る株式は3,991百万円） 

（２）（１）の算出方法および主要な仮定 

   関係会社株式は、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であり、その評価にあたっては実質

価額を算定しております。 

   株式会社Aimedic MMTの実質価額の算定にあたっては、超過収益力を反映するため、将来キャッシュ・フ

ローを見積ったうえで、現在価値に割り引いております。将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、

経営者が承認した５ヶ年の事業計画を基礎とし、それ以後の期間については 

  1.2％の成長率を見積もっております。また、現在価値の算定にあたっては、税引前の割引率として11.3％

を使用しております。 

   事業計画には、既存製品の販売数量予測や新製品の販売計画が含まれており、これらの仮定に変化が生じ

た場合には、翌事業年度の財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

〈貸借対照表に関する注記〉 

 １．有形固定資産の減価償却累計額     

 

 ２．関係会社に対する金銭債権債務 

短期金銭債権 14,467 百万円 

長期金銭債権 2,687 百万円 

短期金銭債務 4,820 百万円 

長期金銭債務 100 百万円 

   

〈損益計算書に関する注記〉 

 関係会社との取引高 

売上高 30,672 百万円 

仕入高 3,271 百万円 

営業取引以外の取引高 5,374 百万円 

  

62,050 百万円 
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〈株主資本等変動計算書に関する注記〉 

 １．発行済株式の種類および総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度 

期末株式数（株） 

普通株式 47,213,536 － － 47,213,536 

 

 ２．自己株式の種類および株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度 

期末株式数（株） 

普通株式 2,691,959 1,022,487 － 3,714,446 

 （注） １． 当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載し

ております。 

  ２． 普通株式の増加887株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  ３． 普通株式の増加1,021,600株は、取締役会決議に基づく、市場買い付けによるものであります。 

  ４． 当事業年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社の株式259,990株が含まれて

おります。 

 

〈税効果会計に関する注記〉 

 １．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    ＜繰延税金資産＞ 

関 係 会 社 株 式 評 価 損 3,560 百万円 

賞 与 引 当 金 342 百万円 

退 職 給 付 引 当 金 3 百万円 

減 損 損 失 97 百万円 

リ ス ク 分 担 型 企 業 年 金 376 百万円 

そ の 他 375 百万円 

繰 延 税 金 資 産 小 計 4,755 百万円 

評 価 性 引 当 額 △3,672 百万円 

繰 延 税 金 資 産 合 計 1,083 百万円 

    ＜繰延税金負債＞ 

その他有価証券評価差額金 648 百万円 

そ の 他 221 百万円 

繰 延 税 金 負 債 合 計 869 百万円 

   

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 213 百万円 

 

 ２．法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理 

   当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税およ

び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）

に従っております。 

 また、実務対応報告第42号第32項（１）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影

響はないものとみなしております。  
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〈関連当事者との取引に関する注記〉 

種類 会社等の名称 

議決権等の 

所有（被所有）

割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

子会社 バンドー・I・

C・S株式会社 

所有 

直接100％ 

当社製品の

販売 

資金の預り 

当社製品の販売 

（注１） 

14,679 

 

売掛金 5,236 

  資金の預り 2,075 預り金 2,136 

  利息の支払 

(注１)(注２) 

3 － － 

  配当の受取 

（注１） 

875 － － 

子会社 株式会社

Aimedic MMT 

 

所有 

直接100％ 

資金の預け 資金の預け 3,587 

 

その他 

（流動資産） 

長期預け金 

 

900 

 

2,687 

 

4 

 

利息の受取 

(注１)(注２) 

27 その他 

（流動資産） 

子会社 Bando 

USA,Inc. 

 

所有 

直接100％ 

 

当社製品の

販売・技術

供与等 

資金の貸付 

当社製品の販売 

（注１） 

資金の貸付 

資金の返済 

利息の受取 

(注１)(注２) 

1,789 

 

14,984 

13,259 

113 

 

売掛金 

 

その他 

（流動資産） 

その他 

（流動資産） 

867 

 

3,739 

 

3 

 

子会社 Bando 

Manufacturing  

(Thailand) 

Ltd. 

所有 

直接99％ 

間接０％ 

当社製品の

販売・技術

供与等 

当社製品の 

販売・技術供与 

4,070 売掛金 1,088 

 

 配当の受取 1,612 － － 

 （注１）    

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針 
  製品の販売については、市場価格に基づき決定しております。 
  資金の預りおよび資金の貸付の利息は、市場金利を勘案して決定しております。 

配当の受取は、主に期末配当によるものであります。 
２．資金の預りおよび資金の預けについては、主に当社が導入しているＣＭＳ（キャッシュ・マネジメ

ント・システム）による取引であり、取引金額は期中平均残高を記載しております。 
 
〈１株当たり情報に関する注記〉 

１株当たり純資産額 900円44銭 

１株当たり当期純利益 133円16銭 

（注）役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数か 

ら控除する自己株式に含めております。（当事業年度259千株） 

また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて 

  おります。（当事業年度259千株） 

 

〈収益認識に関する注記〉 

  「〈重要な会計方針に係る事項に関する注記〉４．収益および費用の計上基準」に記載の通りであります。 

 

〈重要な後発事象に関する注記〉 

（自己株式の消却） 

当社は、2023年５月15日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決

議しました。 

 

１．消却する株式の種類      当社普通株式 

２．消却する株式の数        3,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合 6.35％） 

３．消却予定日     2023年６月14日 

４．消却後の発行済株式総数     44,213,536株 


